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第 2期北海道中富良野町基本計画 

 

1 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

(1) 促進区域 

設定する区域は、令和 5年 1月 1日現在における北海道空知郡中富良野町の行政区域とす

る。概ねの面積は 10,865ヘクタールである。 

なお、下表で×を掲げた地域は、上記の促進区域内には存在しない。 

また、下表で○を掲げた地域は、上記の促進区域に含まれるため、「8 環境の保全その他

の地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項」において、環境保全のために配慮を行う

事項を記載する。 

  

 

    

 

自然環境保全法に規定する自然環境保全地域 × 

自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域 × 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区 × 

自然公園法に規定する国立・国定公園区域 × 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区 × 

自然環境保全法に規定する都道府県自然環境保全地域 × 

自然公園法に規定する都道府県立自然公園 × 

環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落 × 

生物多様性の観点から重要度の高い湿地 × 

自然再生推進法に基づく自然再生事業の実施地域 × 

シギ・チドリ類渡来湿地 × 

国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生息地 ○ 
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(2) 地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

①地理的条件  

中富良野町は、北海道のほぼ中央に位置し、東西 17.9ｋｍ、南北 13.4ｋｍ、総面積 10,865

ヘクタールの東西に細長く広がるまちで、東北は上富良野町、南は富良野市、西は芦別市、

北の一部で美瑛町と接している。 

気候は、夏季は高温低湿で、最高気温が 30℃以上、日最高平均気温 26℃前後を示し、冬

季は最低気温-20℃前後、日最低平均気温-15℃前後になり、積雪は 1ｍを超える内陸型気候

である。 

中富良野町の地勢は、東に大雪山国立公園大雪山系の十勝岳山麓、西は富良野芦別道立自

然公園の芦別岳を主峰とする夕張山脈が南北に縦走している。 

地域内には、石狩川水系空知川支流の富良野川と、その支流のヌッカクシ富良野川、ベベ

ルイ川、デボツナイ川の 4河川が貫流しており、その流域の平坦地は水田として利用されて

おり、山裾の丘陵地は畑として利用されている。 

 

②インフラの整備状況 

車では、道央自動車道を利用すれば札幌市とは 2 時間 30 分程度、まちの中心部を横断す

る一般国道 237 号の利用では、旭川市へは 1 時間程度、富良野市へは 15 分程度の距離とな

っている。また、北海道の主要空港である旭川空港へは 45 分程度、道東自動車道を利用す

れば新千歳空港へは 2時間 30分程度の距離となっている。 

鉄道は、旭川から富良野までの北海道旅客鉄道富良野線があり、中富良野駅、鹿討駅、西

中駅がある。中富良野駅から富良野線利用により旭川までの所要時間は約1時間、富良野線、

根室本線、函館本線の利用により札幌まで約2時間50分となっている。 

 

③産業構造  

男女別の産業人口をみると、男性は農業、公務、建設業、サービス業、卸売業・小売業、

運輸業・郵便業の順に、女性は農業、医療・福祉、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス

業、サービス業、教育・学習支援業、製造業の順になっている。男性、女性ともに農業の就

業者が多く全体の約 38.5％となっており、中富良野町は農業中心の町であるといえる。 

中富良野町におけるもう一つの主要産業である観光については、卸売業・小売業、宿泊業・

飲食サービス業であるが、携わっている人口は全体の約 14.0％にとどまっており、中富良野

町にある観光資源を有効に活用し、その効果を町全体に広げていくための方策を検討してい

く必要がある。 
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中富良野町の産業別就業状況（2020年） （出典）国勢調査より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2045年までの人口推計の結果では、2020年の生産年齢人口2,481人は大きく減少して2045

年までに1,113人になると見込まれる。 

いずれの産業も、現在と同じ産業別の就業割合であると仮定すると、下表のような産業別

就業人口となる。特に、農業、医療・福祉においては、現在と同規模の業務を少ない就業者

数で対応することが想定される。農業については、現在中富良野町では遊休農地は生じてい

ないが、今後、地域の農業を維持していくためには担い手の確保が重要となる。 

 

                        産業別就業者数（推計）              （単位：人） 

 2020年 2035年（推計） 2045年（推計） 

生産年齢人口総数 2,481 1,595 1,113 

農業 957 569 394 

卸売業、小売業 215 140 97 

公務（他に分類されるも

のを除く） 
211 132 91 

医療、福祉 219 122 84 

宿泊業、飲食サービス業 134 91 63 

建設業 127 81 56 

その他（製造業、サービ

ス業など） 

618 460 328 

（出典）国勢調査及び「日本の地域別将来推計人口（2018 年（平成 30 年）3 月推計）」（国立社会保障・人

口問題研究所）より作成 
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観光について、ラベンダー観光の発祥地である「有限会社 ファーム富田」や「北星山ラ

ベンダー園」などのラベンダー観光施設、ワイナリー「株式会社 ドメーヌ・レゾン」など

を中心に、年間 100万人を超える観光客が訪れているのが本町の特徴であるといえる。 

中富良野町の観光入込客数は、2003年度（平成15年度）の約120万人がピークであった。

その後、減少傾向であったが2011年度（平成23年度）以降、再び回復基調にあり、2018年度

（平成30年度）では約117万人となっており、北海道全体の観光入込客数の回復に同調して

きたといえる。しかし、近年では、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、2020年度（令

和2年度）に約38万人まで激減するなど、関連する産業の雇用などに多大な影響を及ぼして

いる。（10ページ＜中富良野町の観光客の入込み数の推移＞グラフ参照） 

季節ごとの観光入込客数としては、ラベンダーの一番の見頃である7月の53万人／月（平

成30年度）がピークであり、この時期においては近隣の富良野市の観光入込客数を超過する。

一方、夏期以外の観光入込客数は激減し、特に11～4月の6ヶ月間は1万人／月を割り込んで

おり、ラベンダー観光時期を境とした季節的な変動が大きいことが観光業において安定した

雇用が難しい点であるといえる。 

 

 

【「北星山ラベンダー園」山頂からの眺望】 

 

付加価値額で本町の産業構造を見ると、卸売業・小売業が 554 百万円、農業・林業が 412

百万円、建設業が 222 百万円と続き、その 3 つで付加価値総額 2,128 百万円の 55.83％を占

めている。 
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          付加価値額に見る産業構造     （百万円） 

 2016年 

農業・林業 412 

建設業 222 

製造業 208 

卸売業・小売業 554 

宿泊業・飲食サービス業 110 

医療、福祉 166 

教育・学習支援事業 202 

その他（サービス業など） 254 

（出典）ＲＥＳＡＳ 産業構造 

 

基幹産業である農業の主要農作物の作付状況をみると、水稲が最も多く1,123ヘクタール

となっている。次いで、玉葱が821ヘクタール、秋まき小麦が683ヘクタールとなっている。

2018年（平成30年）と2022年（令和4年）の作付面積の伸び率を比較すると、大豆、秋まき

小麦、てんさい、玉葱、加工用ぶどうで作付面積が増加している。 

 

主要農作物作付状況の推移     （単位：ヘクタール） 

作物名 
2018年 

（平成30年） 

2019年 

（令和元年） 

2020年 

（令和2年） 

2021年 

（令和3年） 

2022年 

（令和4年） 

2018～2022

年の伸び率 

水稲 1,206 1,180 1,168 1,134 1,123 ▲6.8% 

秋まき小麦 593 672 670 679 683 15.2% 

大豆 73 61 66 68 80 9.6% 

ばれいしょ 124 116 107 107 103 ▲16.9 

てんさい 132 126 134 136 134 1.5% 

人参 76 76 70 78 67 ▲11.8% 

玉葱 820 820 822 810 821 0.1% 

かぼちゃ 117 118 107 103 100 ▲14.5% 

スイートコーン 104 91 82 85 73 ▲29.8% 

グリーンアスパラ 46 40 37 33 32 ▲30.4% 

メロン 33 30 29 24 22 ▲33.4% 

加工用ぶどう 21 24 26 27 29 38.1% 

（出典）中富良野町農業要覧より作成 

 

 



 

6 

④人口分布の状況 

本町の総人口は、1955年（昭和 30年）の 11,105人をピークに減少傾向にあり、令和 5年

9月 29日時点で 4,622人となっている。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2045年時点では 2,749人となっており、

ピーク時の 4分の 1程度（24.8％）となっている。 

こうした人口減少については、「第 2 期中富良野町地域総合戦略」で対応策を講じている

ところである。 

中富良野の人口の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（出典）2015年までは国勢調査。2020年以降は「日本の地域別将来推計人口（2018年（平成30年）3月推計）」

（国立社会保障・人口問題研究所）に準拠した推計 

 

年齢 3区分別人口シェア率の推移 

 

 

 

 

 
 

（出典）2015年までは国勢調査。2020年以降は「日本の地域別将来推計人口（2018年（平成30年）3月推計）」

（国立社会保障・人口問題研究所）に準拠した推計 

    （注）：2015年（平成27年）の人口の総数は年齢3区分の合計と年齢不詳の46人を含む 
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2 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

(1) 目指すべき地域の将来像の概略 

「第6期なかふらのまちづくり総合計画」では、まちの将来像として「絆でつながる 田

園空間 なかふらの」を掲げ、将来像の実現に向けて6つの政策目標を定めている。 

また、「第2期中富良野町地域総合戦略」では、「第6期なかふらのまちづくり総合計画」の

将来像及び政策目標を踏まえた上で、さらに地方創生・人口減少克服という構造的課題の解

決に向けて進めている。 

人口維持に必要な安定した雇用及び安定した生活を実現するため、「第 6 期なかふらのま

ちづくり総合計画」の 6つの政策目標のうち、特に「2 活力あふれる人材を育てるまち（産

業分野）」で掲げる農林業及び商工観光関連分野と「5 さらなる発展への生活環境をつくる

まち（生活基盤分野）」で掲げる土地利用・住宅整備及び定住・移住関連分野に係る取り組

みを重点施策としている。 

本基本計画で地域の特性及びその活用戦略を設定する観光関連分野については、十勝岳連

峰の雄大な景観と、富良野盆地に広がる田園風景やラベンダー等の観光資源にも恵まれ、年

間約100万人もの観光客が訪れるポテンシャルを持っている。しかしながら、夏季ピーク時

と冬季閑散期の差が激しい点が課題であり、こうした季節集中型の観光から年間を通じて観

光客が訪れる観光地づくりを目指す。併せて、中富良野町における観光関連企業への事業支

援や環境整備を実施し、地域に安定した収入のある雇用を創出することにより、人口維持を

図りながら域内経済の活性化を目指す。 

 

(2) 経済的効果の目標 

【経済的効果の目標】 

 現状 計画終了後 増加率 

付加価値額 －百万円 128百万円 皆増 

 

（算定根拠） 

・北海道の 1 事業所あたりの平均付加価値額が 46.11百万円（令和 3年経済センサス-活動

調査）であることから、それと同等の 1件あたり 46.11百万円の付加価値額を創出する地

域経済牽引事業を 2件創出し、これらの地域経済牽引事業が促進区域で 1.39 倍の波及効

果を与え、促進区域で約 128百万円の付加価値を創出することを目指す。  

※「北海道中富良野町基本計画」における現状の値は、地域経済牽引事業計画の承認実績が

ないため、記載しない。 

・また、ＫＰＩとして、地域経済牽引事業の平均付加価値額、地域経済牽引事業の新規事業

件数、地域経済牽引事業による雇用創出数、観光入込客数を設定する。 
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【任意記載のＫＰＩ】 

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業の

平均付加価値額 

－ 46.11百万円 皆増 

 

地域経済牽引事業の新

規事業件数 

－ 2件 皆増 

地域経済牽引事業に 

よる雇用創出数 

－ 2人 皆増 

観光入込客数 

 

1,151千人※ 1,428千人 24％ 

    

※新型コロナウイルス感染症拡大前の実績値を使用。（10ページ＜中富良野町の観光客の入

込み数の推移＞グラフ参照） 

 

 

3 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

本計画において、地域経済牽引事業とは以下の(1)～(3)の要件を全て満たす事業をいう。 

 

(1) 地域の特性の活用 

「5 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点か

らみた地域の特性に関する事項」において記載する地域の特性及びその活用戦略に沿った事

業であること。 

 

(2) 高い付加価値の創出 

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が

4,611万円（北海道の 1事業所あたり平均付加価値額（経済センサス－活動調査（令和 3年））

を上回ること。 

 

(3) 地域の事業者に対する相当の経済的効果 

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内に

おいて、以下のいずれかの効果が見込まれること。 

 

①促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で 5.0％以上増加すること 

②促進区域に所在する事業者間の売上げが開始年度比で 5.0％以上増加すること。  

③促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度より 1人以上増加すること。 

 

なお、(2)(3)については、地域経済牽引事業計画の計画期間が 5年の場合を想定しており、

それよりも計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値とする。 
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4 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点

促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

本計画では重点促進区域は定めない。 

 

5 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた

地域の特性に関する事項 

(1) 地域の特性及びその活用戦略 

  中富良野町のラベンダー等の観光資源を活用した観光関連分野 

 

(2) 選定の理由 

夏の北海道観光の代名詞ともいえるラベンダーは、農産物として、また、観光資源として

栽培されている。ラベンダー観光の発祥地として有名な「有限会社 ファーム富田」では、

ラベンダーを原料とした香水、石鹸などの製品やラムネ、ソフトクリームなどのスイーツを

製造、販売し、中富良野町における観光客の誘客を図り、観光業を牽引している。同社のほ

か、「北星山ラベンダー園」などに合わせて年間 100 万人を超える観光客が訪れており、多

くの観光客の目を楽しませている。 

観光資源の中心的役割を担うラベンダーは、中富良野町の町花として昭和 61 年に制定、

「ラベンダーのまち・なかふらの」をキャッチフレーズに、全国 9都市と「フラワー都市交

流連絡協議会」を組織し、花のまちづくりを進める各種の連携事業を展開している。平成

27 年には秋田県美郷町と連携協力協定を締結し、町花ラベンダーを介し、お互いのまちの

魅力発信、特産品や人材の交流、ラベンダー苗の交換などを推進している。 

ラベンダー以外の観光資源として、中富良野町産のお米「ゆきひかり」から造られた「純

米酒 法螺吹」がある。このお酒は、米の消費拡大と中富良野を米の主産地にしようと、平

成元年に「なかふらの酒造振興会」と酒造メーカーがタイアップして生産を開始した地酒で、

隠れた人気ブランドとなっている。また、「前野商店」では、このお酒の酒かすを活用し、

「酒かす饅頭」、「酒かすバウムクーヘン」など 4種類のスイーツを販売しており、お子様か

ら大人まで楽しめる中富良野町のお土産品として好評を得ている。 

このほか、ワイナリー「株式会社 ドメーヌ・レゾン」では、自社栽培ぶどうを原料とし

たワインの製造、販売を実施しているほか、令和 5年度には、地域おこし協力隊がクラフト

ビール事業「合同会社 NAKAFURANO BREWERY」を起業し、地場産品を活用した新たな事業展

開が始まっている。 

また、農産物やその加工品も重要な観光資源となっている。中富良野町は大雪山系等の

山々に囲まれた盆地であることから、日中の最高気温が 30℃から朝方には 10℃までと昼夜

の寒暖差が大きくなる。そのため糖度の高いおいしい「メロン」や「スイートコーン」など

が生産されている。 
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「有限会社 とみたメロンハウス」では、その地の利を生かしたおいしいメロンから「メ

ロンパン」、「メロンパンラスク」、「メロンカステラ」などメロンスイーツの製造、販売を行

っており、中富良野町の数少ないスイーツ分野においては大きな存在となっている。 

その他、「野菜ドレッシング」、「チコリーコーヒー」や「チコリー玄米茶」などの特産品

があり、「ふるさと納税返礼品」として特産品のＰＲを行い、消費の拡大を図っている。 

新型コロナウイルス感染症流行の影響を受け、2020 年度（令和 2 年度）に観光客数は激

減したが、国内外から来訪意向の多かった北海道を象徴するラベンダー、農産物、その加工

品などの豊富な観光資源を有し、ふるさと納税事業や観光 PR 事業なども行うことで、中富

良野町の観光客数は、2021年度（令和 3年度）から 2022年度（令和 4年度）にかけて増加

している。訪日外国人宿泊客数についても、北海道全体と同調し、2023年度（令和 5年度）

以降、アジア圏を中心に増加することが予想されるが、個人旅行や長期滞在など、多様化す

る旅行ニーズに対応するための受け入れ環境整備を行っていくことで、新型コロナウイルス

感染症が流行する以前と同程度の観光客数まで回復することが期待できる。 

 

＜中富良野町の観光客の入込み数の推移＞ 

 

                     （出典）北海道観光入込客数調査 

＜中富良野町の外国人宿泊観光客数の推移＞ 

 

                     （出典）北海道観光入込客数調査 
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観光客の受け皿としては、温泉やゴルフ場なども民間資本により整備されているほか、ホ

テル・ペンション・コテージなどの多様な宿泊施設が、町内で約 40ヶ所整備されている。 

一方で、繁忙期にはこれら宿泊施設は満室となり、受入対応できていないのが現状である

ため、今後、宿泊施設などの設備投資の促進を支援する必要がある。また、インバウンドに

対応した既存観光の充実と新たな観光資源の掘り起こしを進め、通年滞在型の観光地づくり

を町ぐるみで進めていく必要がある。 

まち一番の観光資源であるラベンダーからもたらされる波及効果や通年滞在型の観光地

づくりなどの課題に取り組む上で、地域おこし協力隊や地域活性化起業人など、域外からの

人材が活躍できる制度を積極的に活用し、新たな視点でのまちづくりを進めている。また、

新型コロナウイルス感染症が流行し交流人口が停滞するなかで、「まちなかオフィス」、「本

幸ラボ」の 2つのテレワーク施設を整備し、ワーケーションなどの新たな旅行スタイルのニ

ーズに応えられるよう、観光協会や地域事業者などと連携しながらワーケーションの受入れ

を強化してきている。 

このような新たな取り組みを進めるなかで、様々な企業や都市部の自治体と連携した地域

活性化が図られてきており、株式会社本田技術研究所、東京都豊島区、株式会社アールビー

ズ、日本航空株式会社などと連携協定を締結してきている。 

特に、日本航空株式会社との協定では、相互連携を強化しながらそれぞれが持つ物的・人

的・知的資源を有効に活用し、地域全体の活性化を図ることを目的としており、連携協力事

項の一つ「観光振興・関係人口拡大に関すること」においては、町内に JALブランドを冠し

たオーベルジュを整備し、アドベンチャートラベルの拠点としても位置づけ、質の高い体験

を滞在者に提供することで観光の質の向上に取り組むことが予定されており、本町の課題で

あるインバウンド対応、既存観光の充実、新たな観光資源の掘り起こし、通年滞在型の観光

地づくりの推進に大きく寄与することが期待される。 

こうした、民間の投資拡大を支援するため、当町では、観光関連産業の新規立地や規模拡

大の際に、条例において雇用等の一定要件を満たした場合に固定資産税の課税を免除する措

置を講じているほか、事業拡大や新規事業を展開する企業に対して、補助金の活用により支

援を行っている。 

以上を踏まえ、中富良野町のラベンダー等の観光資源を生かし、観光関連事業者の振興を

図ることで、地域経済全体の付加価値額の向上や雇用の創出を目指す。 
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6 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域

経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

(1) 総論  

「5 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点から

みた地域の特性に関する事項」に記載したような中富良野町の様々な特性を生かした地域経

済牽引事業を支援していくためには、地域の事業者のニーズをしっかりと把握し、適切な事

業環境の整備を行っていく必要がある。 

事業者ニーズを踏まえた各種事業環境整備に当たっては、国の支援策の活用も検討する

等、事業コストの低減や中富良野町独自の強みを積極的に活用する。 

 

(2) 制度の整備に関する事項  

①固定資産税等の減免措置 

中富良野町商工業総合振興条例に基づき、本町における企業の振興を促進するために、

町内に工場等を新設し、又は増設する事業者に対して、必要な措置を行うことによる、本町

の産業振興と雇用の拡大を図り、活力あるまちづくりを推進することを目的にその工場等

に対する固定資産税の免除または補助の措置を行う。 

また、北海道においては、活発な設備投資が行われるよう、一定の条件を課した上で、不

動産取得税の減免措置に関する条例を制定しており、地域経済牽引事業の用に供する施設を

設置した場合の不動産取得税及び道固定資産税について課税免除を行っている。 

 

②中小企業補償融資 

 中富良野町商工業総合振興条例及び、中富良野町企業等振興促進規則に基づき、本町の

中小企業等の振興発展並びに経営の安定合理化を促進するため、事業者に対し、補償付融資

等の斡旋及び、事業資金融通の円滑化を図ることを目的に利子補給を行う 。 

 

③小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 

経済環境の変化に対して町内中小企業者を支援し、本町商工業者等の経営の安定と発展を

図るため、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の融資を受けた者に対

し、利子補給を行う。 

 

④商工観光みらい応援事業補助金 

中富良野町商工業総合振興条例に基づき、商工業者が自発的に事業計画を構築し、自己

責任において取り組む事業に対して、公募による支援事業を実施する。（補助率は、補助

対象事業費の 2分の 1、補助金限度額は、個人は 100万円、団体は 200万円。） 
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⑤産業担い手サポート事業補助金 

農業・商工観光業の後継者、意欲を持った新規参入者や農業生産法人など、多様な担い手

の育成・確保、雇用の場の確保を推進するため、産業担い手サポート事業補助金を交付する。 

 

⑥チャレンジショップ支援事業補助金  

 市街地の活性化を図り、商工観光の発展に寄与するために、町内市街地の 1年以上利用さ

れていない空き地及び空き店舗等において起業する開業者に対して、チャレンジショップ支

援事業補助金を交付する。 

 

⑦産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の運用 

地域で創業しようとする者に対して国の施策をより有効に活用できるように、「創業支援

事業計画」に基づき、中富良野町・商工会・旭川信用金庫の三者による創業支援を進める。 

 

⑧北海道産業振興条例に基づく助成措置 

地域未来投資促進法の促進区域を北海道産業振興条例に基づく企業立地を促進するため

の助成の対象地域とし、工場、事業場等の施設の新設または増設に対し助成を行う。 

 

(3) 情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

中富良野町が保有している情報であって資料として開示している情報（観光入込客数等）

について、中富良野町ホームページ内で公開を行っている。 

 

(4) 事業者からの事業環境整備の提案への対応 

北海道経済部産業振興局産業振興課内及び中富良野町企画課内に、事業者の抱える課題解

決のための相談窓口を設置している。 

また、事業環境整備の提案を受けた場合の対応については、北海道庁内関係部局及び中富

良野町が連携して対応している。 

 

(5) その他の事業環境整備に関する事項  

①立地企業フォローアップ事業の展開 

立地企業への定期的な訪問活動やアンケート調査などにより、立地企業の現状やニーズ把

握に努め、企業にとって有益な対応を実施・検討する。 

 

②賃上げ促進支援 

 北海道及び北海道経済産業局が主催する官民会議「北海道パートナーシップ構築宣言普

及促進会議」の構成機関が連携し、同宣言の言及・促進に取り組み、適正な価格転嫁よる

中小企業の賃上げを推進する。 
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(6) 実施スケジュール 

取組事項 令和 6年度 
令和 7年度 

～令和 9年度 

令和 10年度 

（最終年度） 

【制度の整備】 

①固定資産税等の

減免措置 

運用 

 

同左 同左 

②中小企業補償融資 運用  同左 同左 

③小規模事業者経営

改善資金利子補給補

助金 

運用  同左 同左 

④商工観光みらい応

援事業補助金 

運用  同左 同左 

⑤産業担い手サポー

ト事業補助金 

運用  同左 同左 

⑥チャレンジショッ

プ支援事業補助金 

運用  同左 同左 

⑦産業競争力強化法

に基づく「創業支援

事業計画」の運用 

運用 同左 同左 

⑧北海道産業振興条

例に基づく助成措置 

運用 同左 同左 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等】 

中富良野町が有する

データの公開 

運用 同左 同左 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

相談窓口の設置 運用 同左 同左 

【その他】 

①立地企業フォロー

アップ事業の展開 

訪問・アンケート調

査（随時） 

運用 同左 

②賃上げ促進支援 随時実施 同左 同左 
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7 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

(1) 支援の事業の方向性  

地域一体となった地域経済牽引事業の促進にあたっては、中富良野町商工会・旭川信用金

庫・一般社団法人なかふらの観光協会など、地域に存在する支援機関がそれぞれの能力を十

分に連携して支援の効果を最大限発揮する必要がある。 

 

(2) 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法  

①中富良野町商工会 

上富良野町商工会との広域連携を行い、魅力ある商工業環境づくりを進め、商工業の活性

化を図っている。 

また、各種融資制度の周知と活用を促し、経営体質・基盤の強化を促進していくほか、指

導・支援体制の強化のもと、経営の近代化や後継者の育成、経営刷新、新規事業の創出、地

域密着型サービスの展開、独自の商品開発・販売などを促進している。 

 これまでに構築してきた経営に関するサポートや相談体制の一層の充実並びに個々企業

への営業力強化等に向けた事業の充実を図り、地域経済牽引事業の支援を行う。 

 

②旭川信用金庫 

中富良野町の融資制度の窓口として中小企業者等の運転資金や設備資金の融資審査・実行

を行っている。 

また、創業支援事業に関し、金融相談のアドバイスや情報提供などの支援を行うなど、町

と商工会と積極的に連携することとしており、地域経済牽引事業を支援する。 

 

③一般社団法人なかふらの観光協会 

中富良野町の観光資源の宣伝による交流人口の拡大や誘客イベントの実施、町内連携を図

った観光ＰＲ事業など観光振興事業を行っている。 

これまで構築してきた会員相互のネットワークや地域の観光資源に関する情報の集積を

一層充実させ、地域経済牽引事業の支援を行う。 

 

 

8 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

(1) 環境の保全  

新規開発を行う場合は周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を与えないように

配慮し、環境関係法令の遵守が環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配慮を行い、地域

経済牽引事業の活動においては環境保全に配慮し、地域社会との調和を図っていくものとす

る。 

特に、大規模な地域経済牽引事業を行うこととなった場合には、当該事業の活動等が住民 
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の理解を得られるよう、必要に応じて、企業、行政が連携して住民説明会等を実施するなど、

周辺住民の理解を求めていく。 

また、廃棄物の軽減・リサイクルの積極的な推進や自然エネルギーの利活用等の温暖化対

策について、必要な情報を提供するとともに、廃棄物の不法投棄を許さない環境づくりのた

めの広報啓発活動を推進し、地域における環境等に対する規範意識の向上を目指す。 

さらに、多様な野生動植物の生息・生育に十分配慮し、希少な野生動植物種が確認された

場合には、北海道自然環境部局と十分調整を図りつつ、専門家の意見を聞くなどして、生息

等への影響がないよう十分に配慮して行う。 

 

(2) 安全な住民生活の保全  

地域の安全と平穏の確保は、環境保全と同様、地域の発展にとって欠かすことのできない

要素である。犯罪及び事故のない安全で安心して暮らせる地域社会を作るため、犯罪及び事

故の発生防止に向けた啓発などにより町民一人ひとりの防犯意識を高めるとともに、警察、

学校、住民、企業の積極的な連携の下、より一層、地域ぐるみの体制強化を図っていく。 

また、交通事故を防止するため、歩道やガードレールを設置するなどにより、歩道と車道

を分離するなどの交通安全施設の整備に努めるとともに、企業の事業所付近、特に頻繁に車

両が出入りする箇所や交差点等、危険性が高いと思われる箇所については、ミラーの設置や

警備員の配置等を求めていく。 

 

(3) その他  

ＰＤＣＡ体制は、中富良野町企画課を中心に関係部署による会議を開催し、本計画と承認

地域経済牽引事業計画に関するレビューを実施し、毎年度 6月、効果の検証と当該事業の見

直しについて整理する。必要に応じ、支援機関や有識者等の助言を求める。 

 

 

9 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本

的な事項 

本計画においては、土地利用の調整は行わない。 

 

10 計画期間 

本計画の計画期間は計画同意の日から令和 10年度末日までとする。「北海道中富良野町基

本計画」に基づき法第 11条第 3項の規定による同意（法第 12条第 1項の規定による変更

の同意を含む。）を受けた土地利用調整計画に関する変更の同意及び法第 13条第 4項の規

定による承認（法第 14条第 3項の規定による変更の承認を含む。）を受けた承認地域経済

牽引事業計画に関する変更の承認及び承認の取消しについて、当該同意基本計画の失効後

も、なお従前の例による。 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 


